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当日登録大歓迎！
期　日　3月 22日～25日　
場　所　東京国際フォーラム

◇予告◇　第68回結核予防全国大会
期　日　　平成29年５月18日（木）～19日（金）
場　所　　札幌パークホテル（札幌市中央区南10条西３丁目１－１）

【第１日】
結核予防会全国支部長会議
研鑽集会　テーマ：
　低まん延状況における結核対策と肺の健康活動の展開（仮）
　基調講演「肺の健康について」（仮）
 北海道大学大学院医学研究科呼吸器内科学分野教授
 西村　正治
シンポジウム
　ハイリスク疾患や合併症を持つ患者における早期発見と医療（仮）
 一般社団法人日本結核病学会理事
 鎌田　有珠
　北海道における健診事業の展開（仮）
 公益財団法人北海道結核予防会診療部医長
 奈良　祐介
　北海道道北ブロック結核対策推進事業について
　～広域で実施するDOTSカンファレンス及びコホート検討会等～（仮）
 上川総合振興局保健環境部保健行政室健康推進課長
 深津　恵美

　地域包括ケアサービスで“みつける・なおす”
 －訪問看護の立場から－（仮）
 北海道総合在宅ケア事業団 札幌北訪問看護ステーション所長
 正門まゆみ
地域団体活動報告
 北海道健康をまもる地域団体連合会会長
 齋藤　芳子
助言者 　厚生労働省健康局結核感染症課長
 浅沼　一成
アトラクション
　札幌市立真栄中学校合唱部による「さわやかな北のうた」
大会決議・宣言起草委員会
大会歓迎レセプション
【第２日】
大会式典
　秩父宮妃記念結核予防功労賞第20回受賞者表彰
特別講演
　三國シェフが語る「北海道における食の楽しみ」（仮）
 三國　清三



　平成28年 8月 1日付で山口県予防保健協会の理事
長に就任するとともに，結核予防会山口県支部長に就
任いたしました。よろしくお願い申し上げます。
　当支部は，昭和14年12月に創立されて以来，結核に
対する普及啓発や結核はもとより胸部疾患の早期発見
に努めてまいりました。
　この間，県民が健康で安心して暮らせる社会づくり
を目的とし，昭和61年 3月に財団法人山口県予防衛生
医学協会と統合し財団法人山口県予防保健協会が設立
され，その後，平成 8年 4月に財団法人山口県対がん
協会と合併しました。平成25年 4月には，公益法人制
度改革により公益財団法人に移行し，本年が財団設立
30周年の節目の年となります。
　さて，本県の結核事情は，新規登録患者数について
平成26年には163名と前年より64名減少し，罹患率は
11.6となり全国で38番目でしたが，平成27年には24名

増加し罹患率も13.3となり全国で24番目と悪くなって
おります。
　本県の高齢化率は全国で 4番目と非常に高く結核
の発症は予断を許さない状況にございますことから，
今後とも県や市町，結核予防婦人会等と連携・協力し，
結核予防に関する普及啓発活動を積極的に推進してま
いりたいと思います。
　また，少子高齢化の進行，人口減少，がん検診の見
直し等支部を取り巻く環境は年々厳しさを増しており
ますが，財団設立の基本理念を念頭に置き，地域社会
を支える一員として，「誰もが」，「何処でも」，「低廉で」，
「良質な」健康診断が受診できるよう努めてまいる所
存でございます。
　今後とも関係各位のますますのご支援とご指導を賜
りますようお願い申し上げ，支部長就任のご挨拶とさ
せていただきます。
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予防指針と改正の経緯
　特定感染症予防指針（以下，予防指針）を策定する
疾患は，「特に総合的に予防のための施策を推進する
必要がある疾患」とされており，インフルエンザ，
HIV／AIDS，性感染症，麻疹をはじめとする22疾患
があるが，結核もその一つである。
　結核に関する予防指針の記載内容は表 1に示すと
おりであるが，第 1 から第 5 までの主題は法11条の
条文中に提示されており，結核に関しては，人材の養
成，普及啓発及び人権の尊重，施設内 感染の防止等，
具体的な目標が加えられた構成になっている。
　厚生労働大臣の告示として公表されるが，見直しに
際しては，厚生科学審議会の意見を聞かなければなら
ないことが，法11条の 2 項に明記されている。
　前回（平成23年）の改正では，厚生科学審議会結核
部会（以下，部会）は 9 回開催され，合計18時間の審
議の結果，病原体サーベイランスの構築，医療提供体
制の再構築，患者中心の医療のための地域連携など新
たな要素が追記された。

　今回の改正ではこれまでの方向に沿いながらも，我
が国の患者数は減少傾向が続き，「低まん延国」も視
野に入ってきており，WHOが2014年に発した「結核
終息宣言」において日本を含めた低まん延国に近づく
国は根絶を目指した対策をすすめるよう求めているこ
とを背景に修正が加えられた。
　以下，部会における議論を振り返りながら，改正内
容と目標について解説する。

主な改正内容
1.	 病原体サーベイランス
　前回の改正の際に「薬剤感受性及び分子疫学的手法
からなる病原体サーベイランスの構築に努める」方針
が示された。
　平成25年11月に厚労省が全国の自治体を対象に実施
した調査結果等から，多くの自治体が菌株保存や結核
菌遺伝子型別解析等，病原体サーベイランス体制の構
築を手掛けていることが明らかになったが，平成26年
4 月 3 日に開催された第 2 回部会において病原体サー

表1　結核に関する特定感染症予防指針
［平成19年厚生労働省告示第72号］

［最終改正：平成23年厚生労働省告示第161号］

主題 主な記載事項
前文 結核の現状、結核対策の方向性

第一 原因の究明 患者発生サーベイランスと病原体サーベイランス等について

第二 発生の予防及びまん延の防止 健康診断（定期及び接触者）、BCG接種

第三 医療の提供 医療提供体制の再構築、DOTSの普及・推進、その他体制

第四 研究開発の推進 ワクチン、抗菌剤等の研究開発

第五 国際的な連携 世界保健機関等との連携や政府開発援助

第六 人材の養成 研修

第七 普及啓発及び人権の尊重 国・地方公共団体・保健所・医師その他の医療関係者・国民それぞれの役割

第八 施設内（院内）感染の防止等 各施設における感染防止、小児結核、保健所機能強化

第九 具体的な目標等 成果目標、事業目標

第６回厚生科学審議会結核部会（2015年９月25日）資料

結核に関する感染症予防指針の一部改正について

結核研究所　　　　　　　　　
副所長　加藤 誠也
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ベイランスの構築に一層努めること等が指摘された。
　この調査で指摘された制度上の問題点や課題は，他
自治体との連携・照会のシステム，国レベルのデータ
ベースの一元化，国からの実施要項・手引き・通知，
地方衛生研究所の実施体制・予算・人員，医療機関の
協力，菌体の確保・保存，菌バンクの設置，多剤耐性
の場合の菌株の運搬，患者同意の要否，結果の解釈な
どであった。
　この後に，国は薬剤感受性支援結核の確実な把握を
推進するために，結核登録票（ビジブル）の記載すべ
き事項に薬剤感受性試験の結果を追加した。また，三
種病原体として取り扱う結核菌の範囲をWHOが定義
す るExtensively Drug Resistant Tuberculosis: 
XDR）に準じて変更した（平成27年 5 月21日施行）。
　さらに，感染症に関する情報の収集の強化の必要性
から，検体の収集について，検体採取の求めができる
ことが明文化され，検体採取（収去）については，勧
告を前置した上で措置を可能にする法改正を行った。
これはインフルエンザ等を対象に意図された改正であ
るが，二類感染症である結核もこの対象に含められた。
　遺伝子タイピングを開始している地方自治体では，
限られた予算・人員のために，全ての菌を対象に検査
を実施するのは難しい現状があることから，耐性菌の
場合あるいは集団感染が疑われる場合の菌を検査対象
とする自治体多いが，遺伝子タイピング検査実施の必
要性が判明した時点で検体が廃棄されていることもあ
る。以上のような状況から，今回の改正では都道府県
等に対して，結核菌が分離された全ての結核患者につ
いて，直ちに検査をすることができなくとも，結核菌

を収集して，検査結果を接触者健診，発生動向の把握，
分析，評価に活用することが追記された。
　また，薬剤耐性細菌（Anti-microbial Resistance :  
AMR）が世界的に問題とされていることから，国は，
結核に関するAMRである多剤耐性結核菌の収集のた
めに体制整備を目標とすることが追記された。
2.	 定期健診と接触者健診
　定期健康診断は我が国において患者の早期発見の手
段として大きな役割を持っていた。しかし，罹患率の
低下とともに健診による発見率が低下している（図
1）。2014年の65歳以上の定期健診対象者数558万人
の患者発見率は0.003%，すなわち，10万人の健診で
結核患者は 3 人程度の発見になっている1）。
　ハイリスクグループの発見手段として奨励されてい
るホームレス等を対象とした健診においても，発見率
の低下や受診者数が少ないために全く患者が発見され
ない場合も報告されている2）。
　このようなことから，国は必要に応じて，住民健診
のあり方を検討すること，また，地域ごとの健診対象
者の選定や受診勧奨方法を検証することが追記された。
3.	 潜在性結核感染症
　潜在性結核感染症（latent tuberculosis infection: 
LTBI） の治療は，結核発病のハイリスク者の活動性
結核の発病を防ぐことから，低まん延化のために極め
て重要な戦略となっている。しかし，LTBI治療対象
者へのDOTS実施率に地域差があることを踏まえて2），
低まん延国化に向けて，確実な治療が重要であること
が追記された。
　LTBI治療終了後は活動性結核と同様に，感染症法

感染症予防指針の一部改正について
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図 1　定期健康診断における受診者数・患者発見率の推移
（学校，職場，施設，市町村）
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施行規則第27条の 7（結核回復者）及び第27条の 8（結
核登録票に記載すべき事項）によって，少なくとも 6
カ月に 1 回， 2 年間の経過観察が必要であった。しか
し，LTBI治療後の発病は様々な要因の影響を受け，
全LTBI患者の治療終了後の発病は必ずしも高くない
ことから，発病リスクが小さい者も含めて一律に経過
観察を行うことは合理的とは言い難い。以上から，平
成28年11月25日付で施行規則27条の 7 及び厚生労働省
健康局結核感染症課長通知「活動性分類について」が
改正となり，LTBI治療終了者で，保健所長が経過観
察を必要としないと認めたものは，その時点で登録票
から削除できることとなった。（本件については，本
誌p.6－7に阿彦忠之先生から日本結核病学会予防委員
会の見解について解説されているのでご参照ください）
4.	 医療提供体制
　患者数の減少や入院日数の短縮化を背景に，必要病
床数が少なくなり，結核病棟の廃止が相次ぎ，病床確
保や医療へのアクセスの悪化が問題となった。また，
患者の高齢化等によって合併症を持つ患者の割合が増
加し，それらの対応が困難な地域が増加した3）。これ
らのことから，平成23年の予防指針で医療提供体制の
再編成の必要性が提示され，結核地域医療連携体制の
モデルが提示された（図 2）。病床利用率は地域差が
大きく，その後も病床数は減少にもかかわらず，全国
平均は低いままにとどまっており，結核医療の不採算
さらに医療機関が結核医療から撤退する原因の一つと
なっている。
　今回の予防指針では，前回改正の方向に沿って，中核

的な病院，基幹病院，一般の医療機関が連携し，患者
が身近な地域において個別の病態に応じた治療を受けら
れる地域医療連携体制の整備が重要であるとされた。
　また，患者中心の医療の提供に向けて，病床単位で
の結核病床の確保やユニット化によって，病床利用率
の適正化に努め，医療提供体制の確保に努めること，
さらに，国は低まん延国化達成後の医療提供体制のあ
り方について，全国の状況を踏まえて，検討していく
ことが追記された。
5.	 患者支援
　日本版DOTS戦略として進められてきた服薬確認を
軸とした患者支援については，今回の改正で，LTBI
患者を含めて推進することが明記された。感染症法改
正及び平成27年 5 月に示されたDOTS（直接服薬確認
療法）の推進についての通知を再確認し，積極的に地
域DOTSの実施を依頼することなど，保健所は引き続
き地域の結核対策の拠点としての役割を果たすことが
追記された。
　長期入院患者に対しては入院中から保健所が関与す
ることと，入院しない患者の治療成績に問題がある場
合があることから，治療初期の患者支援が重要とされた。
　これに伴って，厚生労働省健康局結核感染症課長通
知「結核患者に対するDOTS（直接服薬確認療法）の
推進について」が一部改正・文言が修正されたが，基
本的な内容は概ね変わらなかった。
6.	 BCG接種のあり方
　BCGについては，国は低まん延国化を見据えて，
定期接種のあり方の検討に資するため，必要な研究を

図 2　結核地域医療連携体制
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【結核に関する特定感染症予防指針（平成23年 5月）資料】

3/2017　複十字　No.3734



進めることが追記された。その研究成果に基づいてあ
り方を検討するのであって，今回の指針で中止あるい
は選択的実施が示されたわけではない。
　国際結核胸部疾患連合（International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease, UNION）は1994年に
BCG接種プログラム中止の基準を公表しているが4），森
はこれに対して「かなり便宜的であり，合理的なものと
は言い難い」と批判している5）。今後は日本における中
止あるいは選択的接種の妥当な判断基準に立ち戻った 
検討が必要になると思われる。
7.	 具体的な目標（2020年まで）
　今回の改正における，成果目標として罹患率を人口
10万対10以下にすることが提示された。これは2014
年 7 月に外務省，厚生労働省，JICA，結核予防会，
ストップ結核パートナーシップ日本が共同で発表した
「ストップ結核アクションプラン」において「2020年
までに低まん延化」を目標に掲げたことを踏まえたも
のである。
　また，事業目標として，全結核患者及び潜在性結核
感染症の者に対するDOTS実施率を95%以上にするこ
と，肺結核患者の治療失敗・脱落を 5 %以下にするこ
と，潜在性結核感染症の治療を開始した者の治療完了
を85%以上にすることが掲げられた。
　なお，成果目標の一つであった「肺結核中再治療患
者の割合 7 %以下」は様々な要因の影響を受ける可能
性があり，さらに2012年以降達成されていることか
ら，サーベイランスの項目としてモニターを続けるが，
予防指針の目標からは削除された。

低まん延化達成に向けて
　2015年の罹患率，人口10万対14.4を2020年に10以下
にするためには，罹患率を年率 7 %， 5 年間で約30%
減少させる必要がある。
　近年の罹患率減少を振り返ってみると，2000年から
05年までは年率6.2%の減少を示したが，これは1999
年に公表された緊急事態宣言の影響により一時的に罹
患率が上昇した直後であったことから，減少率が比較
的高かったと考えられる。2006年以降15年までに10
年間は平均4.2%の減少であった（図 3）。このような
過去の減少率の経過からみると，2020年に低まん延化
は非常に厳しい目標と考えられる。
　「ストップ結核アクションプラン」では，必要な対

策として，①高齢者，ハイリスクグループ，デイン
ジャーグループに対する結核対策の強化，②潜在性結
核感染症患者に発病を予防する治療の積極的な推進，
③各地域の実情に応じた医療提供体制の再構築，④新
しい技術・対策の開発研究，⑤人材の養成と技術支援
の強化，⑥大都市部での対策強化を掲げている。
　この目標は国レベルの目標であって， 9 道県は2015
年に既に低まん延状態になっている，一方，罹患率が
例えば20以上の自治体が低まん延達成の目標を設定
することも合理的とは言い難い。国としての目標のた
めには各都道府県は，地域の実情を考慮ながら， 5 年
間で概ね30%程度の減少を目途にそれぞれの目標罹患
率を設定する必要がある。

【参考資料】
1）結核の統計2015，結核予防会
2）第8回厚生科学審議会結核部会（2016年 6月29日）資料
3）�加藤誠也．低まん延状態に向けての結核医療体制．結核2015；90：
689-697

4）�Criteria�for�discontinuation�of�vaccination�programmes�using�Bacille�
Calmette-Guerin�（BCG）� in�countries�with� a� low�prevalence�of�
tuberculosis.� A� statement� of� the� International�Union� against�
Tuberculosis�and�Lung�Disease.�Tubercle�Lung�Dis.�1994；75：
179-180

5）BCGワクチンのありかた．森亨．結核2001；76：385-397

感染症予防指針の一部改正について

31

22.2

18.2

14.4

10.0
10

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

年7.0％減少
が必要

30.6%
減少

罹
患
率
（
人
口
十
万
対
，
対
数
表
示
）

平均減少率
2000―2015
2000―2005
2006―2015

5.0％
6.4％
4.2％

図 3　罹患率の推移と予防指針の目標達成
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はじめに
　わが国が早期に結核低まん延国となるための方策と
して，平成28年11月25日改正の「結核に関する特定感
染症予防指針」（以下，予防指針）には，「潜在性結核
感染症（latent tuberculosis infection; LTBI）の者に
対して確実に治療を行っていくことが，将来の結核患
者を減らすために重要である」と明記された。活動性
結核患者と同様に，LTBI治療対象者についても全例，
日本版21世紀型DOTS戦略（以下，日本版DOTS）の
対象とみなして服薬支援を強化すべきという内容であ
る。その一方で，結核の活動性分類等に関する改正通
知（健感発1125第 2 号）および結核登録者の病状把握
の適切な実施に関する改正通知（同第 3 号）があり，
LTBI治療終了後の管理方法については，保健所長の
判断により，治療終了時点または治療終了後 2 年以内
の適当な時点において病状把握（経過観察）を終了し，
登録を取り消すことが可能となった。適切な服薬支援
でLTBI治療完遂者の割合を高めることにより，LTBI
治療後の経過観察を省略または簡略化できるようにし
たのが今回の改正の趣旨といえる。ただし，保健所長
がLTBI治療終了後の経過観察の必要性を判断する際
には，日本結核病学会予防委員会の提言（平成28年 5
月）1）を参考にすることとされているので，本稿では同
提言を踏まえた管理方法について概説する。

LTBI治療終了後の管理方法
　LTBIに関する国内外の研究成果を概観すると，
LTBI治療例では，同じ発病リスク要因を持ちながら未
治療だった例よりも結核発病率が明らかに低いことが
確認されている。また，集団感染事例等の観察におい
てLTBIの未治療例からの結核発病は感染診断後 2 年以
内に多いが，LTBI治療例からの発病については治療終

了後 2 年以内に多いという傾向は認められない。これ
らの知見は，LTBI治療完遂者に対して一律 2 年間の経
過観察を求める方法に合理性がないことを示唆してい
る。このため，米国やカナダなどの結核治療指針にお
けるLTBI関連の勧告では，治療終了後の経過観察は基
本的に不要であるとし，有症時の早期受診を基本とす
る方法が推奨されている（ただし，エビデンスレベル
の高い研究成果に基づく勧告ではない）。
　しかしながらLTBI治療例からの結核発病は，国内
低まん延地域の山形県（2015年結核罹患率：人口10万
対7.3）でも毎年認められており，LTBI治療後の発病
リスクが比較的高いと推定される者には経過観察を行
う意義があると考える。例えば大規模な集団感染など
でLTBI治療対象者の属する集団の結核発病リスクが
高いと推定される事例では，治療後の発病率が比較的
高い場合があり，治療終了から数年以上経過後の発病
例もあることが指摘されている。集団感染が明らか，
または強く疑われる集団など，結核発病の “事前確率”
が高いと推定される場合には，イソニアジド（INH）
単剤 6 カ月間のLTBI治療による発病阻止率が約50～
70％（免疫抑制のない者に治療を実施した場合）であ
ることを考慮すると，LTBI治療後の発病が散発するこ
とを念頭に置いた対応が望ましい。
　個別の評価によりLTBI治療後の発病リスクが高くない
と判断される者については，定期的な経過観察の有用性
が低いので，規則的服薬による治療完遂が確認できれば，
その後の経過観察は基本的に不要である。例えば，医療
従事者の雇入時健診においてインタフェロンγ遊離試験

（IGRA）の結果が陽性でLTBIと診断された者については，
LTBI未治療でも発病率が低く，LTBI治療を完遂した場
合には経過観察の必要性が乏しいとされている。
　このような考え方を整理して，日本結核病学会予防

山形県健康福祉部　　　　　　　　
医療統括監　阿彦 忠之

潜在性結核感染症の治療後等の管理方法に関する課題
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委員会は，LTBI治療後の管理方法について次のよう
に提言した。本稿の冒頭で紹介した活動性分類等に関
する改正通知（健感発1125第 2 号，同第 3 号）は，
この提言にそった対応を保健所で実施できるようにし
たものといえる。
〇 LTBI治療終了後に一律 2 年間， 6 カ月毎の経過観

察を行うのではなく，治療後も発病リスクが高いな
どの理由で保健所長が「結核の予防または医療上必
要がある」と認める者に対して管理検診等による経
過観察を行う方法とすべきである。

〇 LTBI治療終了者のうち発病リスクが高くないと保健
所長が判断した者については，LTBI治療の効果と限
界，結核発病時の症状等を説明したうえで，有症時
の早期受診を指示することを基本とし，治療終了後
2 年間のうち適当な時点において結核回復者から除
外（すなわち登録を削除）できるようにすべきである。

　提言の中では，保健所長がLTBI治療後等の経過観
察の必要性を判断するための考え方（資料）を例示し
ている。この中で基本となるのは，資料の 1 -（ 1 ）で
ある。すなわち，治療後の経過観察を必要とする特別
な事由（集団感染の明らかな接触者グループに属する
など）がなく，日本版21世紀型DOTS戦略に基づく服
薬確認が実施され，規則的治療が完遂したと判断され
た者については，その後の経過観察が不要であり，治
療終了と同時に登録削除も可能である。ただし，その
場合には，LTBI治療の効果と限界および結核発病時
の症状等を説明したうえで，有症時の医療機関受診の
指導を徹底する必要がある。

治療が必要なLTBIの発生届の徹底
　「保健所による経過観察が必要な場合」の例として
は，治療中断例や不規則治療例および明らかな集団感
染事例などが代表的であるが，資料の 2 -（ 3 ）への対
応も重要な課題である。すなわち，感染性結核患者の
濃厚接触者でIGRA陽性と判定されLTBI治療を要す
ると診断されたが治療を実施しない事例については，
（未治療例から発病する場合は 2 年以内が多いので）
2 年間の経過観察が有用である。しかしながら，
LTBI治療を実施しない事例については，医療機関か
ら保健所に発生届のないこと（届出漏れ）が少なくな
いと推定される。感染症法に基づく届出基準を満たす

LTBI（結核の無症状病原体保有者で，かつ，結核医
療を必要とすると認められる者）を診断した場合は，
LTBI治療を希望しなかった未治療者についても発生
届の提出を徹底する必要がある。LTBI発生届の管理
徹底を強化した大阪市からは，LTBI未治療者（治療
が必要と診断されたが実施しなかった者）の結核発病
率が高く，未治療者を含めたLTBI発生届の徹底が改
めて重要であることを示唆する研究成果が報告されて
おり2），全国の保健所でLTBI発生届の提出状況の確
認や徹底を図るべきと考える。

おわりに
　保健所は，治療が必要なLTBIの発生届の徹底を図
るとともに，LTBIとして登録された者（LTBI治療終
了者のほか，治療中断例，不規則治療例，LTBI未治
療例などを含む）に対して管理検診等により経過観察
を実施するにあたっては，個々の事例について結核の
発病リスク等を評価する必要があり，本稿がその参考
資料となれば幸いである。

（参考文献）
1 ）�日本結核病学会予防委員会：潜在性結核感染症治療終了後の管理方
法等について．結核．2016；91：593-599.

2 ）�松本健二，三宅由起，有馬和代，他：潜在性結核感染症治療状況の検討．
結核．2010；85：791-797.

資料　LTBI治療の経過観察の必要性を判断する際の考え方

1．LTBI治療後に保健所による経過観察が不要な場合（例示）
（1）�病状把握が必要となる事由（下記 2のいずれか）が存

在せず，日本版21世紀型DOTS戦略に基づく服薬確認
が実施され，治療中断および不規則治療もなく治療が
完遂したと判断された事例

（ 2）�医療従事者の雇入時健診等（ベースライン検査目的）
でIGRA陽性と判定されてLTBI治療を行った場合

（ 3）�生物製剤等の免疫抑制作用を持つ薬剤を使用するため
にLTBI治療対象になった者で，他に発病リスクが高く
なる要因がなく，原疾患等の医療のために定期的な医
学的管理下に置かれる場合

2．LTBI治療後等に保健所による経過観察が必要な場合（例示）
（ 1）�LTBI治療の中断例あるいは不規則治療例
（ 2）�明らかな集団感染事例など接触者集団の結核感染率が

高いと推定される場合（感染性が非常に高いと推定さ
れる結核患者との濃厚接触歴があり，当該患者から感
染したと思われる事例を含む）

（ 3）�接触者健診でIGRA陽性と判定されLTBI治療を要すると
診断されたが，治療を希望しないなどの理由で治療を
実施しない事例（発生届の徹底も必要）

（ 4）�その他，発病リスクは高くないものの，経過観察等の
配慮や支援が必要と判断された場合（発病に対する強
い不安を訴え定期的な経過観察を求める事例，発病し
た場合に影響の大きい職種に従事しており職場等から
経過観察の支援が求められた事例など）
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【粕屋管内の結核の発生状況について】
　粕屋保健所は古賀市及び糟屋郡 7町を管轄し，人口
285,314人（平成28年10月末日現在）で，福岡市及び
北九州市への通勤圏に位置していることから，ベッド
タウン化により人口が増加している地域である。
　結核の罹患率は平成27年で人口10万対11.6であり，
70歳以上の高齢者が全体の78.8％を占めている状況で
ある。
　一方，隣接する福岡市では留学生が増加傾向にあり，
その出身国はベトナム，ネパールなどアジア諸国の結
核高まん延国が多い。留学生の増加に伴い福岡市にお
いては，結核新登録者中外国出生者割合が平成23年の
5.5％から，平成24年は6.5％，平成25年には14.2％と
急増している。
　当所管内では，大規模な工場や事業所が点在し，外
国人の労働者を抱える企業も多く，平成25年以降，福
岡市の保健所から管内事業所の接触者調査依頼が増加
している。

【同一事業所での肺結核患者の多発事例】
　平成25年12月から平成27年 6月の約 1年半の間に，
管内にある食品製造の同一事業所において，6名の肺
結核患者が発生し，その都度疫学調査を実施した。当
該事業所は24時間稼働しており，正規職員，パート職
員も含め約700名が交替制で勤務している。その内約
300名が20代の語学留学生である。健康診断は全職員
を対象に年 1回実施されており，夜勤従事者について
は年 2回実施されていた。患者毎に勤務時間帯や作業
場所等の照合を行ったが，明確な接
触状況は確認できなかった。
　そこで，患者相互の感染経路調査
及び，今後の効果的な対策の実施に
繋げることを目的とし，6名中菌株が
確保できた5名の結核菌遺伝子型別
検査（VNTR法）を実施した。（表1）
　その結果，相互に同一のVNTRパ

ターンあるいは非常に近似したVNTRパターンを示
した株はなかった。また，福岡県結核菌病原体サーベ
イランス事業（平成24年 9月～平成26年 3月実施）（以
下「サーベイランス事業」と称す）において，同検査
を実施した306菌株の中にも同一のVNTRパターンを
示したものはなかった。このことから，共通した感染
源による発症は否定的であり，集団感染ではなくそれ
ぞれが単発例であると考えられた。
　さらに，サーベイランス事業では，約 8割が北京型
であった中，今回の 5名の菌株の遺伝子型はいずれも
非北京型であり，来日後，感染した可能性は低いと考
えられた。

【関係機関会議から見えてきた外国出生者結核対策】
　全て福岡市の保健所の登録患者であったことから，
患者情報と遺伝子検査の結果を基に関係機関との会議
を開催し，外国出生者結核発生に係る情報を共有する
とともに，対策について検討した。（表 2）
（ 1）健康診断の重要性
　この事例では，患者全員が何らかの健康診断を受け
る機会があり，6例中4例が健康診断で発見されている。
　労働安全衛生法では，短時間労働者に対し健康診断
の実施義務は規定されておらず，多くの事業所では実
施されていないのが現状であるが，この事業所では正
規職員同様に短時間労働者に対しても胸部X線検査を
含む年 1回の健康診断を実施していた。

結核対策
活動紹介

積極的疫学調査と遺伝子型別検査から 
見えてきた外国出生者結核対策

表 1　結核菌遺伝子型別検査（VNTR法）の結果
北京型／
非北京型 JATA12 JATA15 超多変領域 国際比較領域

番号

M
tub
4

m
iru10

M
tub21

M
tub24

Q
U
B11b

VN
TR2372

m
iru26

Q
U
B15

m
iru31

Q
U
B3336

Q
U
B26

Q
U
B4156

Q
U
B11a

ETR-A

Q
U
B18

Q
U
B3232

VN
TR3820

VN
TR4120

m
iru4.

m
iru16

m
iru16

ETR-C

M
tub30

M
tub39

① 非北京型 3 6 2 3 5 3 2 4 5 7 4 2 8 8 9 1 8 4 5 3 3 2 2 5
② 非北京型 4 5 3 3 2 4 7 5 5 9 5 5 9 4 8 7 5 2 2 4 2 2 2 3
③ 検査センターにて菌株が保管されておらず，検査不能
④ 非北京型 5 4 2 3 3 3 5 4 3 10 8 3 4 1 2 10 5 4 2 2 1 4 1 2
⑤ 非北京型 4 6 3 3 2 4 7 4 4 10 7 5 9 4 8 8 3 8 2 4 3 2 4 4
⑥ 非北京型 3 6 3 3 1 4 7 5 5 10 8 5 4 4 14 9 5 13 2 4 2 2 2 3

福岡県粕屋保健福祉事務所　　　　　　　　　　
保健衛生課感染症係　花田 美代子
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　語学学校の多くは，感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律第53条の 2に基づく定期
の健康診断の対象とならないため，健康診断の実施に
ついては施設長に任されているのが現状である。外国
出生者結核対策として福岡市では，法務省告示の日本
語教育機関に対しても，入学年度の健康診断について
補助の対象とし，その周知と結核対策予防啓発のため，
平成24年度から語学学校との結核対策情報交換会を
実施している。さらに，健診機会のない入国 5年以内
の短期在日就労外国人，留学生及びその家族等を対象
としたハイリスクグループ健診も実施している。
　外国出生者結核対策においては，健康診断の機会を
つくることが早期発見につながると考えられた。
　また，健康診断で異常を指摘されてから診断に至る
までに長い期間経過している事例があり，事業所や語
学学校等が健康診断実施後に要精密者を把握し，確実
に受診勧奨，結果確認を行うことも重要であることを
認識した。さらに生活や文化の違いもあることから，
より丁寧な受診支援を行うことも必要である。
（ 2）日常生活での健康管理の重要性
　この事例において，出身国での感染から発病した可
能性が高いと考えると，発病までの期間が比較的長い
ことから，初感染発病ではなく，既感染発病である可
能性が高いと推測される。事例によっては，夜勤労働
と学校との両立，職場環境等の身体的，精神的ストレ
スで免疫力が低下しやすい状況であったことが，発症
に関与した可能性も考えられる。そのため，個人の健
康管理が重要であり，語学学校と連携して健康教育等
の実施を検討することも必要であると認識した。

　また，語学学校や事業所に対し，結核に関する普及
啓発を行い，有症状者の早期発見に努めることも重要
であると考えられた。

【平成28年度の取り組み】
　粕屋管内では，今年度，事業所への結核対策の普及
啓発を強化するため，所内の関係する係や労働基準監
督署等と連携し，あらゆる機会を捉えて結核対策に関
する講話や資料配布を実施しているところである。ま
た，管内の語学学校に対しても，健康診断の状況等に
ついて把握，情報交換を行い，今後，更に連携強化を
図ることとしている。

【まとめ】
　今回の事例では，患者の登録は福岡市であり，事業
所が当所管内であったことから密に連絡をとりながら
事業所への疫学調査を実施し，遺伝子型別検査の実施
判断に至った。
　福岡市と連携し，福岡市の保健所での個々の事例の
疫学調査の情報や当所での事業所への疫学調査の情報
と遺伝子学的検査の結果を照らし合わせることで，そ
の背景と対策の方向性を見出すことができた。
　さらに本県では，結核病床を有する第 2種感染症指
定医療機関（ 6医療機関）の協力により，平成24年度，
平成25年度にサーベイランス事業を実施し，政令市，
中核市を含め，本県に登録された結核患者から分離さ
れた306菌株のデータが集積されていたことで，それ
らとの照合も行うことができ，より考察を深めること
ができた。
　平成28年11月25日に「結核に関する特定感染症予
防指針」が改正され，病原体サーベイランスの推進が
盛り込まれ，都道府県等は，菌が分離されたすべての
患者の菌株を確保し，その検査結果を積極的疫学調査
等に活用するよう努めることとされている。
　当県においては，平成28年度から結核病床を有する
第 2種感染症指定医療機関（ 1医療機関）の協力を得
て，福岡県結核菌ライブラリー事業を新たに実施し，
菌株を収集，遺伝子型別検査を実施しているところで
ある。また，福岡市においても，平成28年度から同事
業を開始したところであり，関連事例が発生した場合
には情報交換を行うこととしている。
　今後，菌株の遺伝子型検査結果の具体的活用方法，
県及び保健所設置市との更なる連携について継続的に
協議を行う必要があると考える。

表 2　同一事業所における肺結核患者の発生状況
0 1 2 3 4 5 6

異常陰影

ネパール

ネパール

中国

ネパール

ネパール 職場健診
（異常なし）

事業所：４～５日/週
　　　　夜勤あり
学　校：5日/週

⑥ 自覚症状
で受診

学校健診

ネパール 学校健診
（異常なし）

事業所：3回/週

⑤

職場健診 職場健診
（異常なし）

事業所：４回/週
　　　　夜勤あり
学　校：５日/週

やせ指摘

③

②

④

職場健診
（異常なし）

来日から登録
に至る期間

診断までの経過（ヶ月）
生活状況

学校健診 職場健診
（異常なし） 異常陰影

自覚症状
で受診

①

事業所：５回/週
　　　　夜勤あり

職場健診 来日より
健診未実施

発見
方法

前回の健診
からの期間

職場健診

学校健診

職場健診

咳

受診

咳，痰，発熱

学校健診

受診

６ヶ月

診断

診断

診断

診断

診断

受診受診職場健診

１年

６ヶ月
受診

診断

受診

２年１ヶ月

１年10ヶ月

11ヶ月

１年７ヶ月

約２年

異常陰影

異常陰影

受診
異常陰影

２年６ヶ月

６ヶ月

異常陰影
精査希望せず

４ヶ月

受診

出生国

異常陰影
により病
院紹介

咳，発熱，
胸痛あり
受診

事業所：４回/週
　　　　夜勤あり
他バイト：15～19時
　　　　28時間/週
学　校：５日/週

事業所：５日/週
　　　　夜勤あり
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「世界の結核事情(8)」

　国連高等難民弁務官事務所（UNHCR）の報告によ
れば，ここ数年，シリア内戦やアフリカなどの紛争地
帯から，EU域内で保護を求める難民は100万人を超え
ました。世界全体に目を向けると，難民及び国内避難
民が6,500万人（2015年）にまでのぼっています。そ
の数は，第ニ次世界大戦後最大となり，難民の深刻な
状況をニュースなどで目にすることも多くなりまし
た。難民及び避難民に対し，UNHCR，国連移住機関
（IOM）等などの国際機関，各国政府，NGO等が国
際的な人道支援を行っていますが，この前例のない規
模にその支援は十分ではありません。加えて，難民が
避難する先の国の負担も大きくなっています。2014年
には，世界の難民の86%を開発途上国が受け入れてい
ますが，そのなかで，最も開発の遅れている国々が世
界の 4分の 1の難民避難所を提供しています。多くの
難民は，人口密度の高い劣悪な衛生環境に置かれてい
ますので，栄養状態の悪化による免疫力の低下から結
核などの感染症の罹患率が通常より高く，その対策が
急務となっています。
　こうした深刻な状況に対する日本の取り組みの一つ
として，200万人以上の国外難民と70万人以上の国内
避難民を抱えるアフガニスタンの結核対策支援を事例
として紹介します。
　JICAは，国外から送還される帰還難民向けに，パ
キスタン及びイランとの国境での手続きの際に検査
（スクリーニング）を実施し，発見された結核患者と
発病予備軍が居住地で適切な検査・治療を受けられる
システムを整備しました。また，国内避難民向けに，
巡回医療チーム（医師，看護師，検査技師）が難民キャ
ンプでのスクリーニングと発見された患者の治療を行
いました。実際に，難民キャンプにおける結核患者数
は難民以外の人々と比べて 3倍以上であったと報告
されています。こうした経験を基に，アフガニスタン

では国家結核対策プログラム（NTP）にグローバル
ファンド1）の資金を投入し，全ての難民キャンプでの
スクリーニングが展開されてきました。（写真）
　またスクリーニングを行う際には，日本が開発した
迅速且つ確実に結核の診断ができる結核菌遺伝子検査
（TB-LAMP）法と日本製移動式デジタルレントゲン
装置を導入したため，喀痰中の菌の有無を検査する従
来の方法と比べて時間と労力が大きく削減されまし
た。この方法と装置は，陽性の場合は即時に受診を促
すことが可能となり，巡回診療でも使用しやすいとい
う特性があるため，NTPは，今後は刑務所や遠隔地
等でのスクリーニングにも使用する計画です。
　昨年のG7伊勢志摩サミットで難民・移民の現状が
地球規模の課題として取り上げられ，世界的な支援の
促進が宣言されました。難民及び移民に関する国連サ
ミットでは国際社会の責任分担・協力が確認され，日
本政府は今後 3年間で2,800億円の支援を表明しまし
た。このように，近年急増する難民への各分野でのよ
り強力な支援が求められており，JICAとしても早急
な対策を検討中です。上記のアフガニスタンの事例の
ように，難民支援では結核を始めとする感染症対策は
重要な課題であり，JICAはこれまでの経験を活かし
つつ，今後も支援を継続する方針です。

独立行政法人国際協力機構（JICA）
理事　鈴木 規子

難民・避難民への結核対策支援
：アフガニスタンを例として

1）中低所得国から、三大疾病（エイズ、結核、マラリア）対策のために資金を提供する機関として、2002年 1月にスイスに設立。G 7を初めとする各国の
政府や民間財団、企業など、国際社会から大規模な資金を調達し、中低所得国が行う三大疾病の予防、治療、感染者支援、保健システム強化に資金を提供。
日本政府は、2016年までに累計約23.5億米ドルを支援、2017-2019年の 3年間で、新たに 8億米ドルの拠出を表明している。

アフガニスタン東部ナンガハル州の国内避難民
キャンプにおける結核スクリーニングを現地
NGOに委託して実施
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　2016年春，日経アジア感染症会議の準備中に，結核
の臨床研究としてのモデル組織を企業に質問した際，
国立シンガポール大学（アジア大学ランキングで 1 位
として有名）のSPRINT-TB（Singapore Programme 
of Research Investigating New approaches to Treat-
ment of Tuberculosis）の存在を知った。Web siteに
入り，2015年のAnnual Reportを読むと，JATAの国
際事業ともfieldを同じにする魅力的なプログラムであ
る。AMED加藤班にも関連するSPRINT-TB臨床試験
の視察で， 2016年10月10日，11日の二日間，その活動
の実際を見学したので報告する。
SPRINT-TBの全体像
　SPRINT-TBはアジアにおける結核研究を目的に，国
立シンガポール大学に研究費申請を行い，承認され， 
2014年に 5 年間のプログラムとして発足した。特徴は，
結核菌基礎研究―抗結核薬創薬―臨床研究（臨床試験
を含む）―公衆衛生応用展開，という，よく考えられた，
相互に連携した体制である。具体的には四部構造で，
英語のタイトルではBacterial Target Discovery（Dick
準教授：元A*STAR機構），Drug Development（Matter
教授：現A*STAR），Clinical Trials（Paton教授：HIV/
TB研究， 現SPRINT-TB機構長），Treatment Delivery
（発足時Coker教授 ，現在はKhan准教授，共にロンド
ン大学公衆衛生出身）と表記され，100名超の医師・研
究者からなる。中心は国立シンガポール大学医学部，
附属病院のある地区のMD 6 ビルにある。
　この研究プログラムのユニークな点は，国立シンガ
ポール大学の先端的基礎研究部門A*STAR（The 
Agency for Science, Technology, and Research）と
の連携である。実際SPRINT-TB第二部はシンガポー
ルBiopolis地区のMatrixビルの中にあり，Experimen-
tal Research Center（ETC）でhigh throughputによ
るリード化合物スクリーニングなどが行われている。
もう一つのユニークな点は，A-TRACTION（Asian 
TB Research and Clinical Trials Integrated Organi-
zational Network）と略される，中国，ベトナム，カ
ンボジア，インドネシア，タイ，マレーシア，インド

などアジア諸国との臨床試験における協力関係で，
2015年APECより15万ドルの基金を受けている，いわ
ば国際展開の側面である。
運営の方針と実際：JATA海外活動との関連
　機構長であるPaton教授によると，感染症部門プロ
ジェクトとして900万ドルの研究費を獲得している。
さらにGSK社や， APECの基金など，常に研究費獲得
には貪欲に動いている。研究内容の詳細は紙面の関係
で，Annual Reportを参照にされたい。臨床試験は米
国のClinical Trials Govに登録して，抗IL- 4 抗体と抗
結核薬の併用療法や，短縮治療 2 か月間のTruncate
結核治療によるNon-inferiority試験など意欲的である。
　アジアにおける結核医療の国際協力をするJATAと
の接点も考えられる。ロンドン大学公衆衛生出身者が
多く，結研の疫学部やJATA国際部は，こうした点で
SPRINT-TBとの情報交換交流よりはじめ，共同研究
への展開も可能でないか。10日の昼の医学部セミナー
で，筆者は戦後日本の結核制圧へのJATAや結研の貢
献を紹介したが，大変興味を持たれた。また一方で，
日本では今後の展開になる，海外での臨床試験など臨
床研究において，SPRINT-TBのプロジェクトに参加
するという方法もありうる。Paton教授のいう，「ア
フリカからアジアの結核へ」の問題意識の切り替えは，
シンガポール欧州人の結核研究の視点が，アジアの現
場を直視する姿勢への変化であり，今後の展開が注目
される。
追記：SPRINT-TB紹介の本小文は，工藤理事長企画による海外の結
核研究紹介シリーズとして， 2017年 1 月のEMBO Tuberculosis 
2016の記事を受けた第 2 回目であり，さらに次のKeystone Sympo-
sia 2017に続くものであることを申し添える。

国立シンガポール大学結核研究プログラムSPRINT-TB
：南アフリカのコホートからアジアの結核へ

結核予防会　常務理事　貫和 敏博

世界の結核研究の動向（2）

SPRINT-TBメンバーとの集合写真
筆者（中央のスーツ姿）の向かって左隣が第一部のDick准教授

3/2017　複十字　No.373 11



　2015年12月に始まった「ザンビア国チョングェ郡
におけるコミュニティ参加による包括的な結核及び
HIV対策強化プロジェクト」の第 1年次事業が終了し，
2016年12月，現地日本大使館にて，第 2年次事業開
始のための日本NGO連携無償資金協力贈与契約の署
名式が行われました。本事業は，「地域住民の有志に
よる結核ボランティア育成」と「保健医療人材育成」
を目指した 3年計画事業です。ザンビア国ルサカ州
チョングウェ郡にて，保健省とチョングウェ郡保健局
と協力し，結核患者の発見と治療支援及び診断能力の
強化に取り組んでいます。
地域住民の有志による結核ボランティア育成
　保健医療人材が慢性的に不足しているザンビアで
は，ヘルスセンターで働くボランティアの役割が欠か
せません。結核ボランティアは，コミュニティ内で患
者の治療継続サポートをしたり，結核やHIVの早期発
見のための啓発活動などを行ったりしています。ここ
で，啓発活動の一部を紹介したいと思います。まず，
ヘルスセンターの前や地元の市場などで，太鼓に合わ
せて歌ったり踊ったりして，人を集めます。人が集まっ
た後，結核とHIVについての正しい知識や治療法を広
めるための寸劇を行います。最後に，それらの知識や
治療法を主に絵を用いて説明したリーフレットを配り
ます。このような活動が定着し継続されるよう，結核
ボランティアに対して所得向上研修や家庭菜園研修な
ど実施し，支援しています。

保健医療人材育成
　第 1年次は，結核菌検査研修，X線撮影研修，X線
読影研修を，本部からそれぞれの専門家を派遣し，郡
病院とヘルスセンターの医療従事者に対し行いまし
た。結核菌検査研修を12名，X線撮影研修を 2名，X
線読影研修を20名のザンビア人医療従事者が受講し，
結核の診断技術能力の強化を図りました。また，ザン
ビア人医師による月に一度のX線読影会の開催も支援
しました。
　保健省によると，ザンビアでは年間約 2万人の結核
患者が適切な診断・治療を受けることが出来ていない
と推定されています。結核予防会は，2008年より首都
ルサカ市で結核対策の支援事業を行い，早期発見，治
療継続の改善に貢献して参りました。一方，地方では
保健医療サービスの整備が遅れています。これまでル
サカ市で培った経験を活かし，チョングウェ郡の人々
を，結核の脅威から守る体制を強化するとともに，都
市部と地方部の格差是正にも繋げたいと考えています。
　最後に，本事業は複十字シール募金をはじめとする
日本の皆様のご厚意に支えられています。改めて感謝
申し上げます。

国際部　中村 聡子

結核予防会が行う国際協力

『チョングウェ郡におけるコミュニティ参加による包括的な
結核及びHIV対策強化プロジェクト』第2年次開始

医療従事者に対する人材育成研修住民へ正しい知識を普及するための寸劇
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　2016年12月11日～16日，結核予防会主催のカンボ
ジアスタディツアーに参加したので，視察・表敬訪問
を報告いたします。

カンボジアスタディツアーの目的
・�複十字シール運動で生まれたカンボジア結核予防会
（CATA）の視察，表敬訪問
・カンボジア結核予防婦人会の支援と交流
・�国内での全国結核予防婦人団体連絡協議会が取り組む
複十字シール募金の活性化

CATAプロジェクトサイトの縫製工場を視察
　工場内は数千人の労働者が同じ空間で働いていて同
じ空気を吸っているため，結核の感染リスクが高い状
況であった。工場内には医務室があり，妊婦が休憩し
たり健康相談やDOTSが行えるようになっており，労
働者に対して結核に関心を持たせたり，結核について
の間違った知識を改善したりしている。労働者が医療
従事者と顔を合わせて話すことで更なる結核予防や症
状への適切なアドバイスが可能になっていた。
保健省マン・ブン・ヘン保健大臣を表敬訪問
　幸いにも大臣のお話を拝聴することができた。大臣
は結核予防だけではなく，これからは若者の食生活の
変化による生活習慣病予防にも力を入れていきたいと
話された。
　複十字シール募金と外務省NGO連携無償資金協力
による「カンボジア国プレイヴェン州ピアレン医療圏
結核診断体制強化プロジェクト」が実施されているピ
アレン地区で，レントゲン車を使用しての健康診断，
病院，ヘルスセンターを視察した。レントゲン車によ
る健診は寺院を借りて，医師による問診や胸部X-P撮
影を行っていた。この地域では結核の知識がまだまだ
低く，結核を理解してもらうために村人たちになぜ健
診をしなければならないかを根気強く伝えている。病
院には入院施設，レントゲン室，エコー室，分娩室，
診察室があり，重度の患者は国立病院へ転院し，軽度
の患者はヘルスセンターに通院しながら自宅で治療す
るため，病院にはほとんど入院患者はいない状況で
あった。ヘルスセンターにも分娩室があり母子医療も
充実していた。

国立保健科学大学を視察
　国立保健科学大学では，結核予防会と共同で行う
「カンボジア国日本式健診・検査センター設立プロ
ジェクト」の準備中であった。医療診断センター内は
清潔で，尿・血液・細菌の検査機械が設置され，運営
に向けて，将来的に日本のような健診システムが確立
し，多くの生活習慣病・感染症等の早期発見，早期治
療ができるようになると期待したい。
視察を終えて感じたこと
　実際に現地へ行き，見て，聴いて，肌で感じること
がいかに大切であるかを感じた。当たり前と思ってい
ることが，国や地域によって違いがあること，その違
いがあるからこそ，互いに助け合うことでその国や地
域が自立をしていくことができると思った。カンボジ
アへの国際協力も10年以上となり，私の目には結核対
策は着実に向上していると感じた。これも継続してき
た結果である。今回ツアーに参加したことで次に繋げ
ていくことが役目だと思い，現地で見たこと，感じた
ことを周囲に伝え，微力ながら全結婦連の力になれた
らと思う。

　最後に結核予防会引率スタッフの山下様，三宅様，
全国結核予防婦人団体連絡協議会会長木下様をはじめ
参加者の皆様に感謝いたします。ツアー参加の機会を
与えてくださってありがとうございました。

結核予防会が行う国際協力

現地を視察して感じたこと
―カンボジア結核対策スタディツアーに参加して―

静岡県結核予防婦人会　　　　　　　　　
焼津結核予防会　副会長　原 孝恵

全国結核予防婦人団体連絡協議会が製作した現地の結核対策活動を
応援するポロシャツを着用して保健大臣を表敬訪問（左から2人目
筆者）
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　私はヤンゴンのラインタウンシップに住む30歳の
女性です。 2年ほど前，夫とともに仕事を求めて行っ
ていたタイ国境にあるタチレックという町から帰って
きたばかりの頃，私は両方の胸の奥のあたりに痛みを
覚えました。まだ下の娘が小さかった頃，結核菌は見
つかりませんでしたが，胸部Ｘ線検査で異常が見つか
り，結核の治療を 6カ月受けたことがあります。その
治療は無事終了し，私は元気になってタチレックに
行っていたのです。タチレックでは薬剤耐性結核で治
療を受けていた近所の女性が私のところにやって来て
話をすることがありましたが，そのことが少し心配で
した。私の家族には結核患者はいないので，おそらく
その彼女から感染したのではないかと思っています。
　具合の悪い私を見て，夫はラインタウンシップにあ
るヘルスセンターに私を連れて行き，そこからさらに
紹介されて，アウンサン病院に行くことになりました。
そこで多剤耐性結核と診断されたのです。当時二人目
の娘はまだ生後 8カ月でした。もし私が治療を受けな
ければ，娘に感染してしまうのではないかと心配でた
まりませんでした。そう考えると悲しくて，ただただ
私は泣くことしかできませんでした。優しい夫は，「治
療を受けるしか他に方法はないだろう」と言って私を
励ましてくれ，ようやく私は治療を受けることを決心
し，母乳を止め，娘たちを自分から遠ざけることにし
ました。
　私の治療担当は，助産師のエイ・カイ・カインさん
です（写真左）。彼女は毎日私の家を訪問し，私を気遣っ
てくれました。しかしながら， 2カ月経つと注射と飲
み薬による治療の副作用のために，もう治療を止めた
くなりました。私は怒りやすくなり，近くの人の声に

イライラするようになりました。下の子の声すらそう
なのですから，上の娘たちのことに注意を向けること
も煩わしくなるほどでした。子供のお弁当を準備する
ときも疲れて気が進みませんでした。そのため夫が家
事を代わってくれ，子供たちは祖父母と一緒に寝るこ
とになりました。
　この時期，悪い考えが何度も頭に浮かんできて，いっ
そのこと治療を止めて死んでしまいたいと考えるよう
になりました。なぜか両方のお尻のあたりがとても痛
み，まるで氷の入った袋の上に座っているような感覚
もありました。ベルのなるような音が聞こえること，
イライラしてしまうこと，そして，何よりも子供の世
話ができないことが私の最大の苦痛でした。もし私が
死ねば，子供たちは母を失ってしまう。そう思って，
自分の考えを変えようと必死に努力しました。
　人から長い治療のことについて尋ねられると，今で
も思い出して苦しくなり，直ぐに泣き出してしまいた
くなります。当時は食欲もなく，口にするものと言え
ばバナナだけでした。子供たちと別々の部屋で寝るこ
とも私を悲しませました。子供たちもじっと私の方を
遠くから見つめ，母親の愛情と触れ合いを求めている
ことが分かるからです。
　そんな時，幸運にも私はある老夫婦に出会いました。
その夫は自分と同じ多剤耐性結核の治療を受けた経験
があり，しかも糖尿病を患っていたのです。彼らは 2
つの病気と闘った経験をもとに，どうすれば治療終了
に向けて取り組むことができるのかを話してくれまし
た。彼らの話は私を元気づけました。ある学校教師は，
私がアウンサン病院に行くときにはわざわざ付き添っ
てくれました。それまでは夫が仕事を休んで私を病院
まで連れて行ってくれていたのです。
　20カ月にも及ぶ長い治療が終わったとき，私たちは
共に喜びました。今，私は十分に子供たちと夫の世話
ができることに喜びを感じています。毎朝，子供たち
を学校に連れて行っています。子供たちと同じベッド
で寝ることもできます。結核治療で苦しむ人々を見た
時には，皆が私にしてくれたように，私も彼らに声を
かけ励ましてあげたいと思っています。
� （訳：国際部長　岡田耕輔）

治療の副作用を乗り越えて
―テ・テ・アウンさんの多剤耐性結核との闘い―

（ティン・ミ・ミ・カイン医師の聞き取りによる）

結核を生きる

左　助産師のエイ・カイ・カインさん，右　筆者
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　父龍伍は，左足の不自由な身体障がい者だった。そ
れは，父が小学五年生の時にかかった病気が原因で，
父は療養のため十代の後半に至るまでを病院のベッド
で過ごした。病名は腰椎カリエスで，腿のつけ根に入
り込んだ結核菌が悪さをするため，毎日のように看護
師さんにピンセットに挟んだガーゼで膿を取っても
らっていたという。
　学校にも通えないまま七年間が過ぎた時，関東大震
災が起きた。病院は倒壊しなかったが余震もあってそ
のままでは危ないと考えた，父の一番上の兄（私の伯
父）が実家まで負ぶって帰ってくれた。父の帰宅を迎
えた祖父母は再び病院に戻すのはしのびないと，鎌倉
に小さな家を借りて余生を送らせようとした。
　人生何が幸いするかわからない。これが転地療養に
なってみるみる患部が乾いて，松葉杖を使えば歩ける
ようになった。ただ，日々腿のつけ根の骨が冒されて
いたため，左足が右足より五センチほど短い，身体障
がい者になった。
　父は病院のベッドで過ごしていた間，学校に行って
友達と一緒に学びたいという思いを強く持っていたた
め，一人で動けるようになると早速，当時の第一高等
学校に願書を出しに行った。しかし，軍国主義の波が
押し寄せていた時代で，国立の高校では軍事教練が必
修になっていたため，松葉づえで教練に参加できない
父は入試資格がないとの理由で受験を拒まれた。
　ただ，ここからが父の粘り強さで，松葉杖をついて
毎日のように第一高等学校や文部省（当時）を訪ねて
は「試験を受けて，力不足で不合格なら仕方がないが，
足に障がいがあるというだけで試験さえも受けさせな
いのは差別ではないか」と訴え続けた。何度も繰り返
すうちに相手も根負けして，ついに試験を受けさせて
もらえることになった。無事高校に入学し，大学を卒
業して大蔵省（当時）に入省した時には，二十代後半

を迎えていた。父の体験は自分にも大きな教訓になっ
たが，それが時には有難迷惑に感じられたこともある。
小学生の頃机に向かって嫌々宿題をしていると，帰宅
した父が後ろからポンポンと僕の肩を叩く。何かと
思って振り向くと「大二郎はうらやましいなあ。好き
な時に好きなだけ勉強が出来て。お父さんなんかずっ
と病院のベッドにいたから，学校に行きたくてもいけ
なかったんだ。いやあ，うらやましい」と言う。嫌味
でないことは重々わかるが，どう答えたものかと子供
ながらに困ったものだった。
　もう一つ困ったことは，栄養オタクと呼んでも良い
くらい滋養強壮に関心を持っていたことだ。というの
も，安静と栄養が一番の療法だった父にとって，滋養
と強壮は命綱だったからだ。そんな父が体を強くする
のに役立ったと信じて疑わなかったものに，肝油があ
る。後々ドロップにした飲みやすいものも出来たが，
僕の子供の頃はサメやエイなどの肝臓から抽出した油
そのものだった。これをキャップ一杯飲むのだが，の
ど越しもドロッとしているし，げっぷでもしようもの
なら生臭い香りが口中に広がる。子供には難行苦行と
言えるものだった。最初こそ，目をつぶって飲んでい
たが，やがて知恵がつくと親の目を盗んで飲むふりを
しながら縁側から庭に捨てていた。
　そんな父の面影は，いつも杖を手放せなかった障が
い者としての姿と重なるが，原因となった病名を日頃
あまり気にかけたことはなかった。今回この原稿をお
引き受けして，それが結核菌のもたらしたものだった
ことを思い出したが，そう言えばわが家では毎年複十
字のシールを何セットか購入していた。私が高校一年
の秋に他界した父に，それを尋ねる機会もなかったが，
わが家が求めるシールには，父の，若き日の闘病に
対する何らかの思いが込められていたのかもしれな
い。

父の思い出
ずいひつ

テレビキャスター　　　　　
（前高知県知事）　　　　　　

橋本 大二郎
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　この度，平成28年12月 6 日から12月 8 日まで，東
京都の国立オリンピック記念青少年総合センターに
て開催された「第35回結核予防会事務職員セミナー」
に参加させていただきました。セミナーでは，結核
予防会事務職員の資質向上，地域の結核対策推進の
ための教育・広報知識と技術の習得を目的とした講
演及び参加者の情報交換を図るワークショップと
様々な内容でした。 3日間で学んだことを報告させ
ていただきます。
　まず初めに，結核予防会の使命と役割の講演では
結核予防会の沿革と基本方針について学びました。
結核予防会が国の結核行政を支えてきた歴史及び基
本方針である国際協力と，今日では更に肺がん，喘息，
COPD（慢性閉塞性肺疾患）をはじめとする呼吸器
疾患対策，結核対策，生活習慣病対策の変化の実情
と取り組みをうかがい，今後も健診内容や保健事業
及び事業環境（国の医療・介護・保健行政・診療報酬・
介護報酬・健診制度）の変化に伴う対応が必要と感
じました。
　次に，結核については感染，発病，検査，診断，
治療（治療薬）などの多くの事を学ばせていただき
ました。健診の重要性と早期発見，早期治療と服薬
の大切さ，その中でもDOTS（直接服薬確認）は結
核患者の服薬忘れによる治療中断を防ぐ為に，保健
所や医療機関と地域の関係者による服薬サポートの
普及です。薬を飲み忘れない為の様々な工
夫や，患者さんを支える関係者の連携及び
協力と服薬支援者として「結核予防婦人会
員」が携わる活動を知り，複十字シール運
動の活動に対して気持ちも新たに，成り立
ちから学ばせていただいたことを活かし活
動に取り組みたいと思います。
　また，日本では高齢者の重症結核と入国
5年以内で外国生まれの20歳から29歳の結

核患者が増加しており，国外においては不適切な治
療や治療中断後の再発による「多剤耐性結核」感染
の増加がみられる事を知り，国外の結核をなくさな
くては日本の結核をなくす事ができないことから，
日本の実績と経験を活かした対策技術や健康診断・
予防接種・適正医療の充実などの国際協力の重要性
を改めて学びました。
　さらに，ワークショップではメインテーマの「期
待される支部職員像とは」に沿い，各班の発表とな
りました。発表では，情報共有，業務の効率化，渉
外活動，健診実施から請求などについて意見を聞く
ことができ，異なる業務担当による着眼点とアプロー
チの違いは様々な発想がありとても刺激となり，チー
ムワークとコミュニケーションの大切さを学びまし
た。
　今回のセミナーで学ばせていただいたこと，刺激
をいただいたワークショップでの各班の取り組み姿
勢，意見発表を忘れずに業務を担当する支部職員と
して全体を見渡し分析し，創造性をもって変化に対
応した企画，発案，提案が出来るよう日々業務に取
り組んで行きたいと思います。
　最後にご指導いただきました講師の皆様，今回 3
日間お世話してくださいました本部の皆様，そして
一緒に学んだ各支部の皆様に，この場を借りて厚く
御礼申し上げます。

公益財団法人北海道結核予防会
札幌市職員共済組合健康管理センター健診所
総務部総務課総務係　祖母浦 美佳

第35回（平成28年度）結核予防会事務職員セミナー報告

結核予防会支部職員として

講師と受講生のみなさん（前列左端　筆者）
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はじめに
　平成28年12月 1 日と 2日の 2日間にわたり，結核
研究所において胸部画像精度管理研究会が開催されま
した。
　本部・各37支部の医師18名，診療放射線技師64名，
機器メーカー技術者10名，事務局 4名の計96名が参加
しデジタル画像と間接フィルムの評価を実施しました。
　講演では，歴史ある間接フィルムの評価が今年度で
終了する節目として，結核予防会名誉顧問の島尾忠男
先生から「エックス線間接撮影法の歴史」と題して講
演がありました。講演では，結核が蔓延していた時代
に胸部間接撮影装置が開発され結核予防会が初めて検
診車を作成し，今日における大規模な集団検診実施へ
の足がかりとなり，全国規模で結核の罹患率が減少し
た経緯をデータから解説して頂きました。またその結果，
企業の健康管理が改善され結核で休業していた経済的
な損害損失がなくなり，国の経済効果に大きく寄与し
た上で，胸部間接撮影が重要な役割を果たしたことを
改めて認識させて頂き大変に中身の濃い内容でした。

胸部画像評価について
　結核研究所対策支援部放射線科の星野科長からオリ
エンテーションがあり，その後，画像評価を行いまし
た。評価方法は，参加者が 6班に分かれ，医師が班長
となり，副班長の診療放射線技師がサポートする形で
行われました。
　デジタル画像評価に当たって，各班の評価のバラつ
きをなくすため，予め用意された 8画像を全ての班で
評価し，その画像を全員で評価し直す「目合わせ」を
行いました。
　評価基準は濃度・コントラスト，鮮鋭度，階調処理，
周波数処理等を中心にデジタル画像は 9項目，間接撮
影フィルムは10項目についてそれぞれ評価し，全ての
項目で優れたものをAとし以下，B，C上，C中，C下，
D，Eの 7段階に分類しました。

評価結果（暫定）
①デジタル画像
　�240画像中，A評価72画像30.0（％），B評価99画像
41.3（％），C上評価65画像27.1（％）
　全体の100.0％
②間接撮影フィルム
　�47本中，A評価 8本17.0（％），B評価20本42.6（％），
C上評価19本40.4（％）
　全体の98.3％
　デジタル画像は，昨年度（暫定時）とほぼ同様の割
合になりました。　
　今回の試みとしてデジタル評価では各班の 2面モ
ニタの 1面に昨年のA評価画像を参照しながらの比較
評価になり，画像処理の基準画像がはっきりしていた
ため良いか悪いか（A評価とC上以下）の評価がわか
りやすく「目合わせ」の役割にもなり学びやすくなっ
たと思いました。

おわりに
　来年度はデジタル画像評価一本になります。デジタ
ル画像の階調処理，周波数処理におけるパラメータを
どう設定していけば最良の画像になるのか，そのため
には，各機器メーカー毎にA評価画像を分析して適切
なパラメータ設定を具体的に提案する必要があると感
じました。またデジタル画像の課題である画質と線量
をどう管理していくのか，読影環境や高精細読影モニ
タなども含めた画像管理をどうしていくのか，私たち
診療放射線技師が，率先して画像改善の追及をしなけ
ればならないことがあると思います。
　最後になりましたが，この研究会に携わって頂きま
した講師の島尾先生，結核研究所の星野科長及び技師
協議会幹事の皆様，そして参加者の皆様方にお世話に
なりましたことを深く感謝申し上げます。

結核予防会総合健診推進センター　　　　　
診療部技術専門役　渡邉 光昭

平成28年度胸部画像精度管理研究会に参加して

間接フィルムの評価終了と今後のデジタル画像の精度管理について
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間接撮影法：開発者は二人，その内一人は日本
人の古賀良彦先生
　エックス線間接撮影に使われるカメラや部品の製造
が中止され，間接撮影法を利用する検診は早晩姿を消
すことになるので，その歴史を振り返ってみたい。
　蛍光板に映る画像をカメラで撮影すれば，手軽に多
くの人の検診ができるというアイディアは多くの人が
思いつくことであるが，明るいレンズを備えた小型カ
メラがないことがその実現を阻んでいた。1930年代に
入ってドイツでライカ，コンタックスなど優れた小型
カメラが次々と開発され，それを利用したエックス線
間接撮影装置が昭和11（1936）年に 2 名の医師によっ
て全く別々に独立して開発された。
　一人は当時東北大助教授の古賀良彦博士（後の久留
米医大学長）で，結核病学会で発表され，抄録は日本
語で「結核」誌に掲載された。もう一人はブラジルの
マヌエル・ディアス・ド・アブルー博士，こちらは
1936年に開発した装置を使って検診を行っていたの
を，たまたまブラジルを訪問したドイツ人医師が見て，
これをドイツの結核専門誌に報告し，論文としては
1938年のドイツの結核専門誌に掲載されたため，全世
界にその名が知れ渡った。
すぐに実用化
　当時結核の流行に悩まされていた陸海軍は直ちにそ
の実用化に着手，阪大，東大，島津製作所などでも実
用化する研究が始められ，阪大の今村荒男教授は昭和
15年の結核病学会で間接撮影法による検診について
宿題報告を行い，その検診手段としての優秀性を認め，
さらにツベルクリン反応検査を事前に行って，ツ反応
陽性者だけを対象とすれば，効率的な検診を行えるこ
とを発表した。
　これ以降，間接撮影法を利用する検診は，徴兵検査，
入学試験などで行われ，学校や事業所の検診にも使わ
れ始めたところで，敗戦を迎えた。

敗戦後の電源事情を救った蓄電器放電型エック
ス線装置の開発
　敗戦後の日本は，京都，奈良以外の主要都市はすべ
て空襲による火災で大きな被害を受け，衣食住全てが
欠乏した中で復興に着手したが，電源事情も厳しく，
本来の100ボルトを下回って蝋燭送電と呼ばれるよう
な事態もしばしば起こり，変圧器型の装置ではエック
ス線の発生ができないこともあった。このような事態
に対応するために大阪レントゲン社が開発したのが蓄
電器放電型の装置で，供給電圧が低くても，充電にや
や時間が長くかかるだけで，高画質のエックス線像の
撮影が可能であった。
昭和26年施行の結核予防法の3本柱の一つが健
康診断
　敗戦後蔓延を続ける結核に対して，国は本格的に取
り組むこととなり，昭和26（1951）年に結核予防法
が施行された。その 3 本柱は，エックス線検査を用い
る検診による患者の早期発見，予防接種による発病の
防止，そして進歩しつつあった適正医療の普及であっ
た。健康診断の対象は当時青年に結核が多いと思われ
ていたので，未就学児を除く30歳未満とされていた。
　法施行 2 年後の昭和28（1953）年に，標本調査法
を用いた結核実態調査が行われた。都道府県，保健所
の熱意ある協力により，99.3％という驚異的な高受検
率が得られ，推定患者数は292万人（人口対の有病率
3.4％），その内自分の結核に気付いている者は21％し
かおらず，年齢分布では30歳以上に58％がいることが
分かって，法の健康診断の対象が昭和30年からは未就
学児を除く全国民に拡大され，昭和32年からは予防接
種と共に全額公費負担で行われることになった。
健康診断の成果
　健康診断には，学校児童・生徒，職場の従業員，農
林漁業や一般住民，施設入所者を対象に毎年行われる
定期健康診断と，発見された結核患者の家族などの密

エックス線間接撮影法の歴史

結核予防会　　　　　　　　　　　
名誉顧問　島尾 忠男

TBアーカイヴ
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接な接触者，それに感染の機会の多い医療職や介護職
に加えて，発病のリスクは高くなくても，もし本人が
発病した場合に接触者への感染の危険が高い教職，幼
稚園・保育所の職員など（デインジャー・グループ）
を対象に行われる定期外健康診断があり，その各々の
結核患者発見率の推移を図1に示した。
　昭和40年代中期（1970年頃）まで，定期健診での
患者発見率は，途中から対象が全国民に拡大された一
般住民以外はほぼ並行して減少しているが，発見率が
10万対20まで最も早く減少したのは学校の児童・生徒
であった。
　一方定期外検診の発見率，ことに患者家族検診の発
見率は定期健診よりはるかに高く，減少速度も遅く，
平成に入ってからは10万対50前後の値を保ち，定期外
のその他の検診の発見率は平成に入って10万対100を
超え微増の傾向にある。
結核検診の宿命
　結核検診を同じ対象に継続的に行った場合に，最初
の検診では今まで診断されていなかった患者が発見さ
れ，以後は新発生患者を早期に発見することになり，
精度の高い検診を高い受検率で行い，発見された患者
への治療体制が整っていれば，対象集団の有病率，新
発生率とも急速に低下して来て，最後には検診実施の
必要性が問題になってくる。これが検診という事業の
持つ宿命である。
　発見率がどの程度にまで低下したら検診の意義が失
われるかについては，明確な基準はないが，5,000人
検診して発見される患者が 1 人というあたりが，検診
の要否判断の一つの目安と言われている。学校検診の

患者発見率は昭和40年代中期に，そのレベルまで減少
していた。
　厚生省が結核予防審議会の意見を参照しながら，最
初に決断したのが昭和49（1974）年から実施された
患者発見率の最も低くなった小中学校の検診の削減で
あった。その影響で，図1に見るように，同年以降
の学校検診の患者発見率は 2 年間再上昇したが，再び
減少し始め，昭和54（1979）年には10万対10を割り，
さらに減少し続けたため，昭和57（1982）年には高
校生年齢の検診が原則 1 年生のみに削減され，平成 2
（2004）年には小中学校の検診が同年齢に対する
BCG接種と共に全廃された。
　施設の検診は昭和49年の改正で学校年齢の対象が
除かれると発見率が上昇している。
検診の精度保持のための努力
　検診は高い精度を保持することによって，はじめて
その効果が期待される。優れた画質のフィルムを熟練
した医師（可能なら 2 人読み）が読影することによっ
て，検診の高い精度が保証される。厚生省は優れた画
質のフィルムが精度の高い検診の基本であることを認
識して，検診用エックス線懇話会（委員長：御園生圭
輔先生，事務局長：川崎幸槌先生）に委託して，昭和
28年以降 2 年ごとに保健所から集めた間接撮影フィ
ルムの読影価値の評価を行ってきた。年を追って画質
は向上し，読影に適しないフィルムは 1 割程度まで減
少し，良い画質のフィルムが増加してきた。
　結核検診のフィルムが増加し続ける肺がんの検診に
も用いられるようになって，画質向上が一層重要に
なったことを受けて，結核予防会は昭和59年に肺がん
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図1　定期及び定期外健診による結核患者発見率の推移
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検診対策委員会を設置し，その事業の一つとして予防
会の本支部が撮影している間接，直接撮影フィルムの
読影価値の評価を開始した。日常業務の中で撮影され
ているフィルムを評価するため， 9 月の特定の週に撮
られたフィルムを集めて，12月に本支部の医師，技師
が結研に集まって評価することを繰り返してきた。間

接撮影フィルムの評価成績の推移を図2に示した。
　全体として評価成績は向上し，殆どのフィルムが読
影価値の高いC上以上で占められるようになってきて
いる。直接撮影フィルムの評価成績も同様な傾向を示
している。
終わりに
　日本の古賀良彦先生が昭和11年に開発したエック
ス線間接撮影法は，集団検診の有力な手段として速や
かに実用化され，技術的な改善を加えながら，日本の
結核対策の一翼を担って活躍し，結核の急速な減少に
大きく貢献してきた。
　その果たした役割は，技術的な改良に全力を尽くし
た多くの技術者，実際に撮影を担当した技師，読影し
た医師らの活躍を含めて，長く銘記されるであろう。
結核予防会としては，現在準備中の「結核アーカイヴ」
の一角に「エックス線間接撮影」のコーナーを設ける
所存である。

　 5 月31日は世界保健機関（WHO）の「世界禁煙デー」
（World No Tobacco Day），本年で29回目になります。
これに合わせて国では平成 4 年以降，この日から 1 週
間を「禁煙週間」と定めて，さまざまな活動を行って
います。WHOでは毎年標語を定めてキャンペーンを
していますが，国も独自のスローガンを掲げています。
国の標語はまだ公表されていませんが，本年のWHO
は「国の発展を脅かすタバコ」（Tobacco – a threat 
to development）として，タバコが単に健康問題と
してのみならず，国や地域の社会経済発展の障害にも
なることに改めて注意を喚起しています。WHOのサ
イト（http://www.who.int/tobacco/wntd/）は以下
のように呼びかけています。
　『…WHOは2030年に向けた「持続可能な発展のた
めの行動計画」への対応の一部としてタバコ対策の強

化を各国に呼びかけている。タバコ流行の抑制はタバ
コ使用の健康被害から市民を保護し，医療費負担の軽
減により国の利益となる。タバコ栽培は4.3百万ヘク
タールの土地を使い，年々 2 ～ 4 ％の森林喪失を招
き，タバコ製品製造は年々 2 百万トンの固形廃棄物を
生み出す。タバコ対策により貧困の負の循環を破り，
飢餓をなくし，持続可能な農業と経済成長を促し，気
候変化に対抗できる。タバコ税を上げればまずタバコ
消費は減り，政府の増収となり（世界中でタバコ税を
1 ドル上げれば1,900億ドルの増収），ユニバーサル・
ヘルス・カバレージ（UHC）や他の政府の発展計画
の財源も増える。同時に，タバコ産業の政治的過程に
おける干渉との，国や市民団体によると戦いを支援す
ることも重要である。これらのためにWHOのタバコ
対策枠組み条約（FCTC）の完全実施が急がれる』

5月31日は「世界禁煙デー2017」
結核研究所　　　　　　　　　
名誉所長　森　　亨

TBアーカイヴ
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図2　フィルム評価会の成果（間接撮影フィルム）
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予防会だより

　結核はかつてわが国で「国民病」とまで呼ばれて恐
れられた感染症ですが，決して解決済みの「過去の病
気」ではありません。世界では今日でも多くの開発途
上国で高度に蔓延しており，昨年10月にWHO（世界
保健機関）から発表された世界の結核に関する新たな
統計（Global Tuberculosis Report 2016.）によりま
すと，2015年の新規結核患者数は1040万人（590万人
が男性，350万人が女性，100万人が子供。新規罹患
者の11％がHIV感染者），結核による死亡者が180万人
（そのうちの40万人はHIVとの重複感染者）を数える
最大級の感染症です（新規結核患者の60％はインド，
インドネシア，中国，ナイジェリア，パキスタン，南
アフリカの 6 カ国）。
　このため，当会ではこのたび，結核とはどういう病
気なのか，結核菌の由来と世界蔓延，有史以降江戸時
代まで及び近代とともに流行・蔓延した結核，そして
明治時代から今日に至るわが国の結核対策の歴史，す
なわち疾病の早期発見，早期治療と予防という三位一
体でのシステム化を通して公衆衛生の向上を図り，国
民皆保険制度を実現し，かつそうした経験を国際貢献
という形で世界に広めてきた歴史をまとめた書籍『証
言で綴る結核対策＝公衆衛生の歴史』を刊行いたしま
した。

　敢えて「証言で綴る」という口語体形式の分かり易
い展開を採用しましたのは，次世代，次々世代に末永
くこの歴史を伝承し，広く国際協力・国際貢献に活用
していただきたいという私どもの願いからにほかなり
ません。
　本書の主要な「語り部」役をお引き受けいただきま
した島尾忠男先生は，現在92歳ですが，外来診療を今
日でも続けている現役の医師です。島尾先生は，結核
予防会に入職後今日まで68年間にわたり，結核一筋に
その治療や対策，およびそれらを通しての政策提言や
その国際展開に関与し，第二次世界大戦後の日本と世
界をリードしてきた第一人者です。語り部とは，一般
に，昔から語り伝えられる民話，神話，歴史などを現
代に語り継ぐ人を指しての呼称ですが，「証言で綴る」
という形式は島尾先生のこうした経歴と現在のお姿を
前にしてごく自然に考えられた形式でした。
　本書は結核予防会が創立75周年を迎えた2014（平
成26）年に，本部と研究所，病院，診療所，老健施設
等全施設の代表で構成する「記念誌刊行委員会」を立
ち上げ，映像版を含め協議し企画したものですが，「語
り部」「史実解説者」「証言者」「特別寄稿者」として
ご参画いただきました専門的関係者による座談会やイ
ンタビュー等をもとに，必要最低限ではありますが関
連資料を付加して制作いたしました。
　なお，『映像で振り返る結核対策＝公衆衛生の歴史』
及び『結核の制圧をめざして―結核対策の現状と課題―』
というタイトルの映像版は，当会ホームページでご覧
になれますので，併せてご高覧いただけますと幸甚で
す（HPトップページhttp://www.jatahg.org/にある
「TBアーカイヴ」欄からアクセスできます）。
　最後になりますが，2020年の東京オリンピック，パ
ラリンピックの年までにわが国を低蔓延化するために
も，ご高読いただきましたお一人おひとりが，それぞ
れ自ら「語り部」となってご自身より若い世代の方々
に「結核対策＝公衆衛生の歴史」を伝承していただけ
ますよう重ねてお願い申し上げます。

編集人　結核予防会　専務理事

竹下 隆夫

『証言で綴る結核対策＝公衆衛生の歴史』のご髙読と若い世代へ伝承のお願い

A 4 判　定価3,000円＋税
ISBN：978-4-87451-306-4　C0047
お問い合せ先：出版調査課　
TEL03-3292-9289
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福井県にシールぼうや車初登場
　平成28年度の一般社団法人日本宝くじ協会の補助事
業により，公益財団法人結核予防会を通して胸部デジ
タル検診車を製作する運びとなり，昨年の12月27日に
当支部に引き渡しが行われました。平成29年 1 月18日
には，本部，福井県医師会，福井県など多くのご臨席
を賜り検診車披露式を開催いたしました。車体のデザ
インは，県内で初めて検診車に「シールぼうや」を左
右後方に配置しております。さらに，左右には日本海
をイメージした波を描いており，福井県健康管理協会

のシンボルとして他の検診車にも同じマークを使用し，
波の色でがんの検診車の種類を分けております。また，
装置につきましては，キャノンのFPD装置（CXDI-401C 
COMPACT）を搭載し，全長699cmとコンパクトで狭
い検診会場でも対応出来るようになっております。
　今後は，結核の啓発活動や複十字シール募金運動の
広報および福井県の肺がん検診受診率向上のために活
用していきたいと考えております。
 （公益財団法人福井県健康管理協会）

リフト付き胸部X線デジタル検診車，愛知県支部に導入
　急速に進む医療画像のデジタル化に対応すべく，こ
のたび愛知県支部は，JKA RING! RING! プロジェク
ト公益事業振興補助事業により，当支部においては初
となるリフト付きの胸部Ｘ線デジタル検診車を製作する
こととなり，平成29年 2 月16日に納車の運びとなりまし
た。製作費用は補助金約2,000万円と自己資金約2,000万
円の合計約4,000万円，車体デザインはRING! RING!
プロジェクトの補助事業を示す自転車とKEIRINのロゴ
が映えるように，淡いクリーム色をベースにしたデザイ

ンとし，走行時や巡回検診時においても人目を引くデザ
インとなっております。また，昇降用のリフトを付ける
ことにより車椅子に乗ったままで撮影でき，さらに車内
スペースを広くすることにより快適な検診環境を提供す
るとともに，より被曝の少ないFPD装置としてキヤノン
製401Cを搭載しております。
　当支部の胸部X線デジタル対応車はこれで 2 台目と
なり，さらなる検診の充実を図っていきたいと考えて
おります。  （公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団）

胸部Ｘ線デジタル検診車 検診車披露式にて鍵の引き渡し

車両後方部分リフト付胸部X線デジタル検診車

結 核 予 防 会 支 部 だ よ り
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予防会だより

　公益信託武見記念生存科学研究基金　平成28年度
「武見記念賞」を本会名誉顧問の島尾忠男先生が受賞
された。この賞は，故武見太郎先生が創造した生存科
学の普及・発展を図ることを目的に，生存科学とその
関連分野で顕著な業績をあげた研究者または実践者を
顕彰してその業績を称えるものである。

　島尾先生は，日本及び世界の結核制圧に向けて60年
以上にわたり多角的な研究，社会的活動，人材育成な
どを通し，生存科学の発展に貢献してきたことが認め
られた。
　贈呈式は12月17日学士会館にて執り行われ賞金と
副賞が授与された。� （小松田）

島尾先生が平成28年度「武見記念賞」を受賞

　平成28年12月20日から 2日間，韓国結核予防会より
事務職，放射線技師，臨床検査技師など様々な職種の
職員 5名の方々が来日され，本会（本部，結核研究所，
複十字病院，総合健診推進センター）を視察された。
　短い来日期間でのハードスケジュールにも関わら
ず，日本の結核対策や医療についてとても熱心に情報
収集をされていた。� （小松田）

韓国結核予防会の職員が来日された

平成28年度結核予防会全国事務局長研修会並びに全国支部事務連絡会議
　 2月24日（金）アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区）で結核予防会本支部役職員約80名の参加を得て，標記
会議が開催された。
○事務局長研修会
　講演　地域包括ケアシステムの現状と課題
　演者　�宮島俊彦氏　岡山大学客員教授・前内閣官房

社会保障改革担当室長
○事務連絡会議
　議題及び連絡事項　
　①平成29年度結核予防会事業計画案

　②第68回結核予防全国大会（北海道）
　③�APRC2017（国際結核肺疾患連合アジア太平洋地
域学術大会）

　④マンモグラフィ講習会アンケート
　⑤平成29年度結核研究所研修日程
　⑥結核予防婦人会カンボジアスタディツアー報告
　⑦COPD啓発イベント報告

韓国結核予防会の皆さん（前列5名）

贈呈式出席者の皆さんと（前列中央　島尾忠男先生） 故武見太郎氏のご子息武見敬三氏（左から3人目）と島尾先生（左端）
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　結核予防会新山手病院は，かつて保生館と呼ばれていたと聞きます。この「保生」とは，第一生命保険株式会社（以
下「第一生命」という）の創業者で医師でもあった矢野恒太が結核撲滅に向けて設立した財団法人保生会に由来します。
矢野恒太は昭和10年に事業の剰余金百万円を割いて保生会を設立し，千代田区に健康相談所，東村山市に療養所であ
る保生館を開設しました。昭和14年に結核予防会が設立されるとその趣旨に賛同し，保生会の全施設を結核予防会に寄
附しました。
　第一生命情報システム株式会社では，こうしたご縁もあり複十字シール運動を毎年行っています。今年は，第一生
命グループの行動原則である社会的責任を果たすという理念に沿って取り組みを深めました。
　まず，東京都清瀬市の複十字病院，結核研究所に伺い，病棟や貴重な標
本・文献などを見せていただき，世界の結核制圧に向けて結核予防会が果
たしている役割を学びました。また保生会から結核予防会に寄附された文
献を見せていただくなど，第一生命との繋がりを実感しました。
　こうした内容を社内報で発信し，ボランティア23名の協力を得るなどの
準備を経て，複十字シール運動を 1 月に 3 日間行ったところ，昨年以上
に募金が集まり，準備したリーフレットが不足するほど社員から高い関心
が集まりました。
　生命保険事業を通じてお客さまに安心をお届けし，社会貢献を果たす，
という本業の本質を追求する中で，矢野恒太が結核制圧に力を注いだこと
は，80余年を経た現在までグループ各社に伝えられています。この使命に
沿って運動へ参加できたのは貴重な機会でした。今後も複十字シール運動
へ協力し，結核制圧へ貢献できればと願っています。

複十字シール運動：支援者様より
社内における募金活動

〈指定寄附等〉（敬称略）
櫻林祥子（グリューネスハイム新山手），篠田達美（保
生の森）
〈複十字シール募金〉（敬称略）
北海道 ― 篠路整形外科，いんやく小児科クリニック，
整形外科ひとしクリニック，カネ共三友冷蔵，今整形
外科，胃腸科・内科吉田裕司クリニック，なりた耳鼻
咽喉科アレルギー科クリニック
群馬県 ― 群桐産業，群馬県警察本部，群馬県立がん
センター，伏見製薬東京営業所，ヤマト，高橋産婦人
科医院，ロイヤルデリカ，和光会光病院，田口会新橋
病院，神垣鉄工所，栗原レントゲン，介護老人保健施
設けやき苑，群馬県老人保健施設協会，群馬県環境保
全協会，上毛会伊勢崎福島病院，モテキ前橋営業所，
相田化学工業，希望の家，群馬県歯科医師会，星野総
合商事，群馬リハビリテーション病院，藤田エンジニ
アリング，大戸診療所，北関東メディカルサービス，
メディコ高崎営業所，群馬県済生会前橋病院，介護老
人保健施設めぐみ，群馬県薬剤師会，中央キャリアネッ
ト，群馬県医師会
福井県 ― 敦賀市赤十字奉仕団，鯖江市愛育会，日本
原子力研究開発機構敦賀本部，小浜市医師会，エルロー
ズ，福井県議会議員，福井市保健衛生推進員会，福井
県，若狭町役場，公立小浜病院，池田町結核成人病予
防婦人会，福井県工業技術センター，勝山市役所，大

野市役所
京都府 ― 町田昭
大阪府 ― ヒューマン・インベントリー大阪本社，小
谷健，谷本啓三，境内科医院，齋藤明彦，コカ・コー
ラウエストベンディング，三共自動車，栄研化学大阪
営業所，柳瀬昌弘，山口修，大村屋，折井宏，春日井
志津子，森本靖彦，アイネックス，田中秦，ディエス
ジャパン，竹中工務店，河野武夫，デュプロ，日立製
作所ヘルスケア関西支店，河面孝子，井上素子，コニ
カミノルタジャパン，三好秀典，小林税理士事務所，
高室光博，饗庭健介，大和化銀，永井昌尚，池田玲子，
第一三共，寺坂邦広，渡邉和彦，宮田津・悦子，下出
喜久子，大澤傑，三野哲治，下岡良藏，中山幸蔵，上
田英雄，益田節子，マーケティングフォースジャパン，
山本智英，山川英治郎，土田元浩，川﨑健二，摂津薬
局，林秀春
奈良県 ― 奈良県医師会
岡山県 ― 赤木医院，エバルス，大熊，大村内科小児
科医院，岡村一心堂病院，岡山県浄化槽団体協議会，
長田医院，落合病院，倉敷中央病院，佐藤医院，高山
医院，玉野市民病院，林信娃，前原医院，森本整形外
科医院，山岡医院，山本医院，吉本医院
本部 ― 島尾忠男，尚徳寺，田中和枝，アイワホーム，
工藤翔二，竹下隆夫，吉田豊，田中尚和，サンワ，岡
田耕輔，飯田亮，ニナファームジャポン，タカヒサ化
工，関堂勝幸，熊田忠真，武川節，河野美津子，大橋
京子，第一生命情報システム 府中本社，国際協力機
構金井要，沢煌礼，山本恒，山内由利子，山陽商工，

多田稔造，青木修三，谷信洋，小宮登志子，サタケ，
伊原令子，宮越和子，渋谷敏幸，加藤文子，熊谷博久，
澁谷功，村上常太郎，本橋達朗，五味正子，高山勝三
商店，田中里枝，土屋キヨ，草野高昭，カトリックイ
エズス会，安田裕子，田中京子，吉田達也，富士フイ
ルムメディカル，全国友の会，相川睦子，藤原大輔，
真野孝雄，村上美知子，松田守，松谷雅生，師田志津
恵，大西君男，円乗院，田所厚一郎，猪又悦子，立泉
寺，第一生命情報システム豊洲，福田紘志，平沢久男，
古寺博，杉本栄作，佐藤正広，斎藤慶一，東洋英和女
学院小学部，折茂伸満，笠原督，塩倉昇，あいおいニッ
セイ同和損害保険MS&ADゆにぞんスマイルクラブ，
第一生命情報システム大井，櫻井嘉雄，金地院，加藤
充子，平田光政，鈴木武志，朝倉正光，榊原信夫，古
屋文男，佐藤吉信，髙橋正光，第一生命保険公法人部，
千住秀明，前田幸一，三好信子，田口操，ゼベックス
インターナショナル，近藤順子，福田喜一郎，伊藤冨
貴子，浅沼俊道，稲木次之，小原直弘，外山攻，日本
リハビリテーション振興会，竹内正博，エジック，野
崎健一，中村茂，栗原隆，青木隆，玉城薫子，中嶋春
雄，永田容子，昭和女子大学中高部保健部，瀬古直子，
林海庵，奥山隆弘，石油連盟，浅野るり子，東京環境
保全退職金共済会，矢島眞気子，国際文獻社，泉，酒
井昭夫，倉知しげみ，遠藤潔，髙梨健一郎，後藤元，
下田賢司，キリカン洋行，岩崎硝子，ナイトウシンヤ，
富士フィルター工業，冨士計測器製作所，ザ・クリー
ム・オブ・ザ・クロップ・アンド・カンパニー，住吉
恵枝子，ネクサス，佐藤利光，小松田悦子

多額のご寄附をくださった方々

複十字シール運動は，結核や肺がんなど，胸の
病気をなくすため100年近く続いている世界共通
の募金活動です。複十字シールを通じて集めら
れた益金は，研究，健診，普及活動，国際協力
事業などの推進に大きく役立っています。皆様
のあたたかいご協力を，心よりお願いいたします。

平成 29 年 3 月 15 日　発行
複十字　2017 年 373 号
編集兼発行人　前川　眞悟
発行所　公益財団法人結核予防会
〒 101-0061　東京都千代田区三崎町 1 - 3 -12
電話　03（3292）9211（代）
印刷所　勝美印刷株式会社
東京都文京区白山 1 -13- 7
電話　03（3812）5201

結核予防会ホームページ
URL　http://www.jatahq.org/
＜編集後記＞年が明けたと思ったらすぐに年
度末に。プレミアムフライデーとは夢のまた夢。

本誌は皆様からお寄せいただいた複十字シール募金の益金により作られています。

募金方法やお問い合わせ：募金推進部
　　　　　　　　　　　　　　またはフリーダイヤル：0120-416864（平日 9：00～17：00）結核予防会　寄付 検索⬆

平成28年度複十字シール
複十字シール運動 ―みんなの力で目指す，結核・肺がんのない社会

第一生命情報システム株式会社（DLS）　個人保険システム第二部
チーフシステムエンジニア　上岡 秀之

複十字シール募金活動は府中，豊洲，大井の
三カ所で実施。昼休み，食堂へ向かう社員に
募金への協力を呼びかけました。
� （後方中央　筆者）

3/2017　複十字　No.37324



〒699-5605　島根県鹿足郡津和野町大字後田イ60-1
TEL0856-72-4155　http://www.town.tsuwano.lg.jp/anbi/anbi.html

津和野町立安野光雅美術館に足を運んでみてください！

安野光雅（あんの　みつまさ）プロフィール
　大正15年 3月20日島根県津和野町生まれ。昭和43年、絵本「ふしぎなえ」で絵本界にデビュー。画文集、エッセイも多い。
その業績に対し、国内外から数々の賞が贈られている。2012年文化功労者受賞。
　「ふしぎなえ」「ABCの本」「天動説の絵本」「旅の絵本」「繪本 平家物語」「口語訳　即興詩人」司馬遼太郎の歴史紀行「街道
をゆく」の装画、絵のある自伝」「会えてよかった」他多数。

　日本昔話にでも登場しそうな個性豊かな生き物たち。それぞれがユーモアたっぷりの出で立ちでシールにな
ります。安野光雅氏流の豊かな表現によって擬人化された生き物たちの童話ができそうです。

● 生 き 物 ●
安野光雅氏の楽しい世界　第16回

　昨年10月26日～29日イギリスのリバプールにて開催された第47回国際結核・肺疾患予防連合（The 
Union）肺の健康世界会議において、世界の複十字シールコンテストが行われ、日本のシールが第３位に入
賞しました。第１位はインド、第２位は台湾でした。
　詳しくはhttp://www.theunion.org/what-we-do/awards/christmas-sealsをご覧ください。

複十字シールコンテスト

第3位　日　本 第3位の表彰状

第1位　インド 第2位　台　湾

平成29年度複十字シール　図案の原画
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